
 

 

 

香川県青年センターの指定管理者 

 

 香川県青年センターについて、香川県青年センター指定管理者評価委員会の評価結果を踏まえ、

総合的に判断した上で、候補者を選定し、令和２年 11 月香川県議会での指定の議決を経て、次のと

おり指定管理者を指定しました。 

 

 

１ 申請団体数 

１団体 

 

２ 申請期間 

令和２年９月 18 日から令和２年９月 30 日まで 

 

３ 指定管理候補者 

一般社団法人香川県青年団体育成支援協議会（高松市国分寺町） 

 

４ 指定予定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月 31 日まで（５年間） 

 

５ 評価委員会における評価結果 

申請者から提出された書類の確認やプレゼンテーションを実施し、総合点数方式により評価した。 

（１）評価基準 

選定基準及び審査の観点 配点ウエイト 

(1) 利用者の平等な利用が確保されていること。 (確保されない

場合は、失格)  不当な利用制限項目の有無 

(2) 施設の設置目的を効果的に達成し、サービスの向上が図られる

ものであること。 

４０ 

 ①施設の設置目的との適合性 

 ②利用者に対するサービスの向上 

 ③施設の利用促進への取組み 

④青年センターにふさわしい事業の取組み 

 ⑤その他新規、魅力的な提案の有無 

(3) 施設の管理経費の節減が図られるものであること。 

３０ 

 ①当該施設の管理運営に係る県の経費 

原則として申請者からの提案額アと最低提案額イにより評価

する。 

＜計算式＞【申請者の点数】＝30×イ／ア 

 ②実現の可能性 

(4) 申請者が事業計画の内容を安定して遂行できる能力を有して

いること。 

３０ 

 ①申請者の実績 

 ②人的能力（管理運営組織） 

③物的能力（経営基盤） 

 ④申請者の安定性･信頼性 

 ⑤申請者の取組み姿勢 

 ⑥個人情報の適正な取扱いの確保 

 ⑦関係法令等の遵守や利用者の安全の確保 

 

 

公募施設 



 

 

（２）評価委員会の開催経緯 

・第１回評価委員会（R2.10.6～10.7） 

  香川県青年センターの概要説明、申請内容等の確認 

・第２回評価委員会（R2.10.14） 

  プレゼンテーション、事業計画書の評価 

 

（３）評価結果 

 一般社団法人香川県青年団体育成支援協議会 

平均得点 77.4 

・選定基準(1)については、利用者の平等な利用が確保できるものと評価された。 

・選定基準(2)については、青少年活動指導者育成や青少年教室、地元との交流事業等の自主  

事業開催に加え、評議員会を設置し、専門家や外部団体の意見を聞き、外部評価を行うこと

で、よりよい施設運営の検討や運営方法のチェックの実施を行っている。併せて、青少年活

動の拠点施設としての利用促進策の提案がなされており、利用者サービスの向上が図られる

ものと評価された。 

・選定基準(3)については、管理運営経費は一定の節減努力がみられ、積算は具体的であり、実

現の可能性が高いものと評価された。 

・選定基準(4)については、現行スタッフによる組織体制の継続など、安定して業務を遂行でき

るものと評価された。 

 

（４）評価委員会委員 

 役 職 名 氏  名 

委員長 香川県健康福祉部子ども政策推進局長 吉田 典子 

委員 香川大学教育学部教授 毛利 猛 

委員 公認会計士 石川 千晶 

委員 社会保険労務士 常谷 薫 

委員 香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課長 松川 直人 

 

６ 事業計画の概要 

（１）現行の管理との比較 

 事業計画 現  行 

県からの年間委託料 （指定予定期間中の平均） 

 

     27,517 千円 

（指定期間(H28 年 4 月～R3 年 

3 月)中の平均）           

      23,904 千円 

注）事業計画は、確定したものではなく、今後変更する可能性がある。 

 

（２）その他利用者サービス向上策 

・評議員会を設置し、専門家や外部団体の意見を聞き、外部評価を行うことで、よりよい施設

運営の検討や運営方法のチェックを行う。 

・アンケートやウェブを用いるだけでなく、日常的に利用者からの意見や要望を収集し、施設

運営に反映できるようにする。 

・様々な媒体を用いて広報活動を行い、施設の設置目的を普及させ、利用促進を図る。 

 

（３）経費節減策 

・青年団体の幅広い人脈を活用し、ボランティアスタッフによる事業運営やシルバー人材を施

設管理のために活用することで人件費の節減を図る。 

・職員やボランティアスタッフで実施可能な植物管理等については自ら行うことで、委託料の

節減を図る。 


